
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

学校図書館整備の流れ 

地方交付税算定額の試算方法 

校長を中心に、教頭、教務
主任、事務職員等による予
算委員会を組織するなど、
校内組織を生かして全校的
な対応を図り、整備が必要
な図書の優先順位付け、学
校司書との連携方法等を
検討。 
それを踏まえ、教育委員会
に情報提供・要望。 

地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスが提供できるよう 
財源保障をするもの。 

地方公共団体が学校図書館の図書等の整備のために必要な標準的な経費については、普通交付税の基準 
財政需要額に算入している。 

※地方財政措置  

・学校図書館の現状、優先
順位の把握 

・図書整備、新聞配備、学校
司書配置に向けた、複数
年次にわたる計画の策定 

・学校の意見を聞き、政策
目標、政策効果等を整理 

・教育大綱に学校図書館整
備計画を位置付ける等 

学校 教育委員会 地方公共団体 

①学校現場で整理 
教委に状況報告 

②教育委員会内で整理 
③教育条件整備に 

ついて協議・調整 

①状況報告 

⑥予算配賦 

図書・新聞整備や
学校司書配置その
ものを目的にする

のではなく、その
整備充実により、
いつまでにどのよ

うに学校を変えよ
うとしているのか
を整理しましょう。 

④予算要求 

⑤予算配賦 

③協議・調整 

総合教育会議 

④財政部局に予算要求・説明 

 文部科学省の資料等も活用しましょう！ 

・第６次「学校図書館図書整備等５か年計画」 
・令和２年度「学校図書館の現状に関する調査」 
・令和３年度「子供の読書活動の推進等に関する調査研究」  

・図書、新聞、学校司書等の相関性が明らかになりました。 

・重点的に推進するべき１３指標から、都道府県別の状況が明らかになりました。 

総合教育会議において、
首長と教育委員会が協
議・調整することにより、
両者が教育政策の方向
性を共有し、一致して執
行にあたることが可能に
なります。 

各自治体において、学校図書館の現状把握とそれに基づく適切な予算措置をお願いします。 

小学校・中学校の例 

【地方交付税の算定に用いる標準施設の状況】 

※1 学校図書館図書整備の一般財源（７０７千円）／施設規模（１８学級）＝１学級当たりの一般財源（３９.３千円）  

※2 学校図書館図書整備の一般財源（９２１千円）／施設規模（１５学級）＝１学級当たりの一般財源（６１.４千円） 

※3 新聞配備の一般財源（６１千円）／施設規模（１８学級）＝1 学級あたりの一般財源（３.４千円） 

※4 新聞配備の一般財源（１８７千円）／施設規模（１５学級）＝1 学級あたりの一般財源（１２.５千円） 

※5 学校司書配置の１校あたりの一般財源 １,３５６千円 

※6 学校司書配置の１校あたりの一般財源 １,２９４千円 

【備 考】 

※令和７年度ベース 

※地方交付税算定額の試算に用いる学級数は、義務標準法に規定する学級編制の標準により算定した学級数です。また、学校数は、学校基本調

査規則によって調査した当該年度の５月１日現在における数（在学児童生徒を有しない学校の数を除く）です。なお、補正係数は、考慮してい

ません。 

※①図書費、③学校司書費は、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期、特別支援学校小中学部に措置しています。 

※②新聞費は小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校に措置しています。 

※義務教育学校前期は小学校に、義務教育学校後期・中等教育学校前期は中学校に、中等教育学校後期は高等学校に相当します。 

①図書費 

学級 
小学校 

中学校 
学級 

39.3 
61.4 

千円
※1

 

千円
※2

 

千円 

千円 

②新聞費 

NEWS  

学級 
小学校 

中学校 
学級 

3.4 
12.5 

千円
※3

 

千円
※4

 

千円 

千円 

③学校司書費 

校 
小学校 

中学校 
校 

1,356 
1,294 

千円
※5

 

千円
※6

 

千円 

千円 

あなたの自治体や学校の学級数・
学校数・生徒数を代入しましょう。 

算定額はこちらです。 
予算額と比較してみましょう。 

あなたの自治体や学校の、図書・新聞・学校司書費として 
措置されている、地方交付税算定額を試算してみましょう。 


